
 

 

 

 

香川県ダム検証に係る検討委員会設置要綱 

 

（名 称） 

第１条 本会は、「香川県ダム検証に係る検討委員会」（以下「検討委員会」という。）と称

する。 

 

（目 的） 

第２条 検討委員会は、椛川ダム、五名ダム再開発、綾川ダム群連携の３ダム事業（以下

「３ダム事業」という。）において、検討主体である県が、国土交通省が定める「ダ

ム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（（平成 22年 9月 28日付け

国河計調第 7号国土交通省河川局長通知）以下「細目」という。）に基づく、ダム事

業の検証に係る検討の実施にあたり、「関係地方公共団体」と相互の立場を理解し、

検討内容の認識を深めるとともに、「学識経験を有する者」の意見を聴くことを目的

とする。 

 

（意見を聴く項目） 

第３条 検討主体は、検討委員会において次の項目について意見を聴く。 

   （１）治水対策案・利水代替案等目的別の検討内容 

   （２）総合的な評価 

   （３）対応方針原案 

 

（委員） 

第４条 検討委員会の委員は、次に掲げる者で構成し、別表に掲げるとおりとする。 

   （１）「学識経験を有する者」 

（２）３ダム事業における「関係地方公共団体」の長及び地方公営企業体の管理者 

（３）「検討主体である県」の職員 

  ２ 委員の任期は委嘱の日から委員会の目的が達成されたときまでとする。 

 

（委員長） 

第５条 検討委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。 

  ２ 委員長は、委員会を総括する。 

  ３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理

する。 

 

（意見の聴取） 

第６条 検討委員会は、審議の必要に応じて、委員以外の者の意見を聴くことができる。 
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（議事等） 

第７条 検討委員会は、委員の要請があり、委員長が必要と認めた場合に委員長が召集す

る。 

 

（事務局） 

第８条 事務局は、香川県土木部河川砂防課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

（附則） 

 この要綱は、平成２２年１１月１０日から施行する。 

 

 


